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調 達 件 名

発 注 課

選定事業者

決 定 日 令和5年2月14日

札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口運営業務（令和５年４月～令和５年
５月）

保）業務調整課

株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

　本業務は新型コロナウイルス感染症に関する不安や、一般的な疑問を抱えた市民（相談者）
からの相談に、国の対応や、本市医療対策室の業務内容にあわせて、適切かつ迅速に回答する
ことを目的に、札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口（以下、「一般相談窓口」とい
う。）の令和５年４月以降の運営を委託する業務である。
　本業務の対象となる一般相談窓口は新型コロナウイルス感染症に関する一般的な疑問や不安
などの相談を受けるため、令和２年度より設置しているが、現在においても様々な相談が寄せ
られており、現行契約の履行期間後の令和５年４月以降も継続して設置することが必要であ
る。
今般の政府方針では、本感染症について令和５年５月８日より感染症法上の位置づけを５類へ
と変更することが示されている。また、変更後の相談機能を含めた患者等への対応について
は、今後政府による検討の後、３月上旬を目途に示されることとなっている。
　しかしながら、一般にコールセンターの新規立上げには相当の準備期間（人材確保、履行場
所確保等）、人材育成期間を要するほか、実稼働後も対応の習熟化には一定期間を要するもの
である。それに加えて、一般相談窓口運営業務は、新型コロナウイルス感染症に関する市民
（相談者）からの一般的な相談に、頻回に変更になる国の対応や、医療対策室の最新の業務内
容にあわせて、これまでの同感染症への対応の経過をも踏まえながら、適切に回答する必要が
あり、事前準備、稼働後の習熟期間を特に必要とするものであるため、令和５年４月以降の実
施にあたっては、早期の契約締結が必要なものである。
　他方、本業務の履行期間は、現行の感染症法上の位置づけが維持される令和５年４月１日か
ら令和５年５月７日までとしており、非常に短期間の業務であるため、新規事業者による受託
となった場合、事前準備期間や稼働後の習熟期間を経て、安定稼働が期待される期間が、履行
期間に比して非常に短くなり、相談窓口を利用する市民（相談者）の利便性を損なう（通話時
間長大化、繋がりにくい状況の発生等）ことが予想される。
　そのため、高い応答品質・技術を維持したうえで、一般相談窓口の受電体制を継続するとい
う、本業務の目的を達成するには、最新の国の対応や、医療対策室の業務情報に精通し、相談
者の質問・相談に迅速かつ適切に回答できる者を契約の相手方とする必要がある。
　本業務の契約の相手方である株式会社カスタマーリレーションテレマーケティングは、令和
４年４月より「札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口運営業務」を受託かつ良好に履行
しており、前述の最新の国の対応に応じた札幌市の対応や、医療対策室の最新の業務情報に精
通し、一般相談窓口に寄せられる最新の相談内容も把握しているため、対応品質を確保した上
での受電体制の継続確保を目的とする本業務についての優れたノウハウを有する唯一の者であ
る。
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